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法務省民二第６７８号

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日

法務局民事行政部長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

（新潟、金沢及び富山以外は、参考送付）

法務省民事局民事第二課長

（ 公 印 省 略 ）

令和６年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に

所在する不動産の登記の登録免許税及び筆界特定の申請手数料の取扱い

について（通知）

不動産の所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準として不動産

の価額を用いる場合は、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格（登

録免許税法（昭和４２年法律第３５号。以下「登免税法」という。）附則第７

条）を用いることとなり、また、筆界特定の申請についての手数料の算定にお

ける対象土地の価額としては、固定資産課税台帳に登録された当該土地の価格

（筆界特定申請手数料規則（平成１７年法務省令第１０５号）第１条）を用い

ることとなります。

今般、令和６年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された貴局

管内の市町村において、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条第

１項の規定による価格の登録（以下「登録価格」という。）を予定しているも

のの、令和６年能登半島地震の影響によって課税事務に遅延が生じ、本年４月

１日以降に登録され、当該登録価格が令和６年度の賦課期日（令和６年１月１

日）における登録価格とされる不動産が生ずる見込みです。

そのため、これらの不動産についての所有権の移転等の登記における登録免

許税及びこれらの土地を対象土地とする筆界特定の申請についての手数料の取

扱いについては、下記のとおりとすることとしましたので、貴管下登記官に周
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知方お取り計らい願います。

記

１ 不動産についての所有権の移転等の登記に係る登録免許税を課する際に

は、令和５年度の賦課期日における登録価格を課税標準として登録免許税の

額を算出するものとする。

その上で、令和６年度の賦課期日における価格が登録されたときは、その

登録価格を基に登録免許税の額を再度算出し、現に納付された登録免許税の

額が過大となる場合には、その部分の登録免許税の額につき、登免税法第３

１条第１項に基づいて、税務署長に対し、還付の通知を行う。

２ 筆界特定の申請についての手数料を納付させる際には、令和５年度の賦課

期日における登録価格を対象土地の価額として手数料の額を算出するものと

する。

その上で、令和６年度の賦課期日における価格が登録されたときは、その

登録価格を基に手数料の額を再度算出し、現に納付された手数料の額が過大

となる場合には、その部分の手数料の額につき、申請人に対し、登録価格の

改定に伴い、納付済みの手数料の額が過大であったことが判明した旨及びそ

の差額に相当する金銭の払戻しを受けるためには払戻請求書を提出する必要

がある旨を通知するとともに、払戻請求書用紙を送付する。

３ １及び２について、現に納付された登録免許税又は手数料の額が、再度算

出した登録免許税又は手数料の額より過少となるときであっても、過少納付

があったものとして取り扱うことを要しない。

４ １及び２における還付手続の具体的な事務処理の流れについては、別途連

絡する。




